
○
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
五
十
六
号

持
続
可
能
な
医
療
保
険
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の
国
民
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年

法
律
第
三
十
一
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
持
続
可
能
な
医
療
保
険
制
度
を
構

築
す
る
た
め
の
国
民
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
告
示
の
整
備

に
関
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

厚
生
労
働
大
臣

塩
崎

恭
久

持
続
可
能
な
医
療
保
険
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の
国
民
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施

行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
告
示
の
整
備
に
関
す
る
告
示

第
一

次
に
掲
げ
る
告
示
の
規
定
中
「
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
評
価
療
養
及
び
選
定
療
養
」
を
「
厚
生
労
働
大
臣
の

定
め
る
評
価
療
養
、
患
者
申
出
療
養
及
び
選
定
療
養
」
に
改
め
る
。

一

生
活
保
護
法
第
五
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
診
療
方
針
及
び
診
療
報
酬
（
昭
和
三
十
四
年
厚
生
省
告
示
第

百
二
十
五
号
）
第
二
号

二

平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
八
号
（
医
業
、
歯
科
医
業
若
し
く
は
助
産
師
の
業
務
又
は
病
院
、
診
療
所

若
し
く
は
助
産
所
に
関
し
て
広
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
の
件
）
第
二
条
第
二
号

第
二

次
に
掲
げ
る
告
示
の
規
定
中
「
第
十
条
第
一
項
第
一
号
ハ
」
を
「
第
十
条
第
一
項
第
一
号
ホ
」
に
、
「
第
十
一



条
の
三
の
六
第
一
項
第
一
号
ハ
」
を
「
第
十
一
条
の
三
の
六
第
一
項
第
一
号
ホ
」
に
、
「
第
二
十
三
条
の
三
の
五
第

一
項
第
一
号
ハ
」
を
「
第
二
十
三
条
の
三
の
五
第
一
項
第
一
号
ホ
」
に
改
め
る
。

一

健
康
保
険
の
食
事
療
養
標
準
負
担
額
及
び
生
活
療
養
標
準
負
担
額
（
平
成
八
年
厚
生
省
告
示
第
二
百
三
号
）
第

一
号
の
表
規
則
第
五
十
八
条
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
者
の
項

二

後
期
高
齢
者
医
療
の
食
事
療
養
標
準
負
担
額
及
び
生
活
療
養
標
準
負
担
額
（
平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
告
示
第

三
百
九
十
五
号
）
第
一
号
の
表
規
則
第
三
十
五
条
第
一
号
に
該
当
す
る
者
の
項

第
三

健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
六
十
二
条
の
三
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
（
平
成
十
八

年
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
八
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
中
「
第
五
号
に
規
定
す
る
指
定
難
病
の
患
者
」
を
「
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平

成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
特
定
医
療
を
受
け
る
同
項
に
規
定
す
る
指
定
難
病

の
患
者
（
次
号
に
お
い
て
「
指
定
難
病
の
患
者
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

第
二
号
中
「
第
五
号
に
規
定
す
る
」
を
削
る
。

第
五
号
を
削
る
。


